
当
協
会
の
令
和
２
年
度
第
１
回
理
事
会

及
び
定
時
評
議
員
会
は
、
書
面
に
よ
り
行

い
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
不
要
不
急
の
外
出
や
集
会
等
に

つ
い
て
自
粛
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
、
理

事
会
と
評
議
員
会
に
提
案
さ
れ
た
議
案
に

つ
い
て
書
面
に
よ
り
決
議
で
き
る
こ
と
が

定
款
に
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
次
の
と

お
り
取
り
扱
い
ま
し
た
。

理　

事　

会 

理
事
会
に
つ
い
て
は
、
監
事
に
よ
る
監

査
（
５
月
21
日
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
実
施
）
の
終
了
後
、
理
事
及
び
監
事
全

員
に
理
事
会
の
議
案
書
と
議
案
説
明
書
及

び
監
査
報
告
書
（
写
）
を
送
付
し
ま
し
た
。

議
案
は
「
第
１
号　

令
和
元
年
度
事
業

報
告
」、「
第
２
号　

令
和
元
年
度
決
算
」、

「
第
３
号　

経
理
規
程
の
一
部
改
正
」
そ

し
て「
第
４
号　

定
時
評
議
員
会
の
招
集
」

の
４
件
で
す
。

定
款
で
は
理
事
全
員
が
書
面
で
賛
成
す

る
こ
と
と
、
監
事
が
異
議
を
述
べ
な
い
場

合
に
限
り
、
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

５
月
26
日
ま
で
に
理
事
全
員
か
ら
書
面

に
よ
る
賛
成
の
回
答
が
あ
り
、
監
事
も
異

議
を
述
べ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
議
案
は

承
認
決
議
さ
れ
ま
し
た
。

定
時
評
議
員
会

定
時
評
議
員
会
は
、
議
案
と
し
て
「
第

１
号  

令
和
元
年
度
事
業
報
告
」、「
第
２

号  

令
和
元
年
度
決
算
」
の
２
件
に
つ
い

て
書
面
に
よ
る
決
議
の
提
案
と
し
て
、
評

議
員
に
議
案
書
を
送
付
し
ま
し
た
。

６
月
９
日
ま
で
に
評
議
員
全
員
か
ら
書

面
に
よ
る
賛
成
の
回
答
が
あ
り
、
定
款
の

定
め
に
よ
り
決
議
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
元
年
度　

事
業
報
告

（
以
下
、
抜
粋
）

２
年
ご
と
の
役
員
改
選
に
あ
た
る
今
年

度
は
、
６
月
の
定
時
評
議
員
会
で
選
任
を

受
け
た
新
理
事
、
新
監
事
に
よ
る
新
体
制

で
事
業
運
営
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

社
会
福
祉
法
人
の
制
度
改
革
に
基
づ
く

新
体
制
と
し
て
３
年
目
の
事
業
活
動
を
行

う
中
で
、
新
役
員
が
心
掛
け
た
こ
と
は
、

法
改
正
の
趣
旨
に
沿
っ
た
経
営
組
織
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
強
化
と
、
事
業
運
営
の
透
明

性
の
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
で
し
た
。

「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の

推
進
に
関
す
る
法
律
」（「
障
害
者
差
別
解

消
法
」）
が
平
成
28
年
４
月
に
施
行
に
な

り
３
年
後
の
今
年
は
、
法
に
基
づ
く
内
容

の
見
直
し
年
で
し
た
。

一
部
報
道
で
は
、内
閣
府
に
お
け
る「
有

識
者
会
議
」
の
中
で
「
民
間
事
業
者
の

『
合
理
的
配
慮
』
に
つ
い
て
、『
努
力
義
務
』

で
は
な
く
『
義
務
』
に
す
べ
き
と
の
提
案

を
採
択
し
た
。」
と
の
記
事
を
見
か
け
ま

し
た
が
、
そ
の
後
の
動
向
は
明
ら
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

「
見
直
し
作
業
」
の
内
容
を
常
に
注
視

し
、
必
要
な
発
言
を
行
う
べ
き
課
題
が
出

て
き
ま
し
た
。

「
合
理
的
配
慮
」
の
意
思
表
示
の
具
体

的
な
「
事
例
」
に
つ
い
て
の
皆
さ
ん
か
ら

の
報
告
に
つ
い
て
も
、
残
念
な
こ
と
に
接

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

障
害
者
の
「
共
生
社
会
」
実
現
の
た
め

に
、
最
も
必
要
な
基
礎
資
料
と
な
る
具
体

的
な
差
別
の
事
例
収
集
の
啓
発
・
強
化
に

さ
ら
に
力
を
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
要
望
を
続

け
て
き
た
、「
障
害
者
差
別
禁
止
条
例
」

の
制
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
31
年
２
月
の

知
事
懇
談
に
お
い
て
、
例
年
以
上
の
強
い

交
渉
態
度
で
臨
ん
だ
結
果
、知
事
か
ら「
平

成
31
（
令
和
元
）
年
度
に
条
例
策
定
に
着

手
す
る
。」
と
い
う
回
答
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

そ
の
後
、
知
事
か
ら
長
野
県
社
会
福
祉

審
議
会
に
条
例
の
骨
格
に
つ
い
て
諮
問
が

あ
り
、
当
協
会
も
委
員
と
し
て
参
画
す
る

「
障
が
い
者
権
利
擁
護
専
門
分
科
会
」
に

お
い
て
令
和
元
年
６
月
か
ら
令
和
２
年
１

月
ま
で
８
回
に
及
ぶ
検
討
を
経
て
、
３
月

に
答
申
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
２
年
度
中
に
は
「
条
例
」
が
制
定

さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
度
の
事
業
計
画
に
基
づ
き
実

施
し
た
事
業
活
動
の
主
な
も
の
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

令
和
元
年
度
　
事
業
報
告
　
　
　
　
　

及
び
決
算
　
承
認
さ
れ
る
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１　

組
織
体
制
の
強
化
・
充
実

協
会
の
活
動
の
原
点
で
あ
る
支
部
組
織

の
存
続
や
運
営
面
に
お
い
て
役
員
の
担
い

手
の
確
保
が
困
難
な
状
況
が
続
い
て
お

り
、
支
部
長
会
で
は
支
部
の
課
題
や
取
組

み
状
況
等
の
報
告
を
い
た
だ
き
情
報
交
換

を
行
い
ま
し
た
。

２　

障
害
者
福
祉
増
進
の
た
め
の
諸
活
動

長
野
市
の
障
害
者
施
策
は
、
昭
和
57
年

の
「
国
際
障
害
者
年
長
野
市
長
期
行
動
計

画
」
の
策
定
を
皮
切
り
に
こ
れ
ま
で
３
回

に
亘
っ
て
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
現
在
の
基
本
計
画
は
、
平
成
23
年
度

か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
10
年
を
見
据
え

た
も
の
で
、
５
年
が
経
過
し
中
間
見
直
し

さ
れ
平
成
28
年
度
か
ら
後
期
が
始
ま
り
ま

し
た
。

基
本
理
念
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
誰
も

が
安
心
し
笑
顔
で
輝
き
な
が
ら
、
元
気
に

暮
ら
し
て
い
け
る
ま
ち
づ
く
り
」
が
達
成

で
き
る
よ
う
、
計
画
の
推
進
を
注
視
し
て

き
ま
し
た
。

３　

啓
発
活
動
の
推
進

⑴　

協
会
の
会
報
「
幸
わ
せ
」
を
年
４
回

発
行

⑵　

視
覚
障
害
の
希
望
者
に
、
会
報
「
幸

わ
せ
」
を
朗
読
し
た
も
の
を
Ｃ
Ｄ
や

テ
ー
プ
に
録
音
し
た
「
声
の
会
報
」
を

作
成
し
希
望
者
に
送
付

⑶　

新
規
に
身
体
障
害
者
手
帳
を
取
得
さ

れ
た
方
に
協
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配

布
し
、
会
員
加
入
に
努
め
た

⑷　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
情
報
公
開

４　

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

当
協
会
は
、
長
野
市
か
ら
指
定
管
理
者

と
し
て「
長
野
市
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
」

の
管
理
運
営
を
受
託
（
Ｈ
18
～
Ｈ
27
）
し

て
き
て
お
り
、
平
成
28
年
度
に
は
更
に
５

年
間
（
Ｈ
28
～
Ｒ
２
）
の
期
間
更
新
を
行

い
、
現
在
４
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
適
正
な
維
持

管
理
、
利
便
性
の
向
上
に
努
め
、
ま
た
、

利
用
者
の
増
、
教
室
・
講
座
の
充
実
、
利

用
団
体
の
Ｐ
Ｒ
な
ど
会
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
加
入
促
進
に
努
め
ま
し
た
。

５　

会
議
の
開
催

⑴　

評
議
員
会　
　
　
　

１
回

⑵　

理
事
会　
　
　
　
　

４
回

⑶　

正
副
理
事
長
会　
　

12
回
（
毎
月
）

⑷　

会
報
編
集
委
員
会　

８
回

⑸　

支
部
長
会　
　
　
　

３
回

６　

主
な
活
動
内
容

 

・
５
月
30
日　

マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
大
会

（
青
年
部
・
女
性
部
共
催
）

　
〈
犀
川
第
二
運
動
場
〉　　
　

参
加
24
名

 

・
６
月
27
日　

健
康
教
室
①

　

な
が
の
ベ
ジ
ラ
イ
フ
宣
言

　
「
ハ
ッ
ピ
ー
か
み
ん
ぐ
１
・
２
・
30
」

　
　

講
師
：
長
野
市
保
健
所

貸借対照表（法人本部事業）
令和２年３月 31 日現在　（単位：円）

資    産    の    部 負    債    の    部
当年度末 前年度末 増    減 当年度末 前年度末 増    減

流動資産 3,470,135 2,731,360 738,775 流動負債 5,725 5,433 292
　現金預金 3,470,135 2,731,360 738,775 　未払費用 5,725 5,433 292
　　小口現金 27,522 27,522 0 負債の部合計 5,725 5,433 292
　　八十二　七瀬 3,442,613 2,703,838 738,775 純  資  産  の  部
固定資産 1,009,211 1,009,211 0 基本金 1,000,000 1,000,000 0
　基本財産 1,000,000 1,000,000 0 　基本金 1,000,000 1,000,000 0
　　定期預金 1,000,000 1,000,000 0 次期繰越活動増減差額 3,473,621 2,735,138 738,483
　その他の固定資産 9,211 9,211 0 　次期繰越活動増減差額 3,473,621 2,735,138 738,483
　　車輌運搬具 1 1 0 　（うち当期活動増減差額） 738,483 474,347 264,136
　　車輌再資源化預託金 9,210 9,210 0 純資産の部合計 4,473,621 3,735,138 738,483

資産の部合計 4,479,346 3,740,571 738,775 負債及び純資産の部合計 4,479,346 3,740,571 738,775

令和元年度　決算（法人本部事業）
（単位 : 円）

区
分 科　　　目 予算額 決算額 差　異

収　
　
　

入

会費 236,000 241,000 － 5,000
余暇活動
支援事業 82,500 0 82,500

広報活動事業 100,000 100,000 0
健康教室事業 25,000 25,000 0
受取利息配当金 500 21 479
雑収入 23,000 33,924 － 10,924
事業区分間
繰入金 4,650,000 4,650,000 0

合　計 5,117,000 5,049,945 67,055

支　
　
　

出

人件費支出 1,734,400 1,728,903 5,497
事業費（助成金） 1,507,340 998,993 508,347
　大会参加 347,840 198,224 149,616
　部会活動 193,000 185,000 8,000
　支部活動 117,000 77,965 39,035
　本部活動 503,500 283,564 219,936
　研修 346,000 254,240 91,760
事務費支出 1,875,260 1,583,566 291,694
　旅費交通費 339,000 163,300 175,700
　広報費 300,000 286,140 13,860
　諸会費 662,400 635,400 27,000
　その他 573,860 498,726 75,134

合　計 5,117,000 4,311,462 805,538

この会報は、共同募金からの助成で発行しています。
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「
フ
ラ
ダ
ン
ス
」：
ハ
ー
ラ
ウ
・
オ
・

ホ
ク
レ
ア
飯
綱
高
原

　
　
「
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
」

：
長
野
マ
ジ
ッ
ク
ク
ラ
ブ

　

午
後　

新
年
祝
賀
会

 

・
２
月
16
日　

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
競
技

会
と
歌
声
広
場 

 

参
加
18
名

 

・
２
月
27
日
～
28
日　

会
員
・
家
族
合
同

慰
安
会

　
　

中
止
（ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
予
防

の
た
め
） 

参
加
予
定
者
57
名

７  

収
益
事
業

⑴　

福
祉
補
助
事
業

主
な
収
入
の
自
動
販
売
機
受
入
手
数

料
は
前
年
度
よ
り
６
万
３
千
円
増
の

４
２
３
万
円
。
支
出
は
自
動
販
売
機
設
置

使
用
料
や
水
道
光
熱
費
な
ど
で
、
収
支
差

額
は
３
１
５
万
３
千
円
で
し
た
。

本
事
業
か
ら
法
人
本
部
事
業
へ
の
繰

入
金
支
出
は
４
６
５
万
円
で
、
対
前
年

度
45
万
円
の
増
。
繰
越
利
益
剰
余
金
は

２
６
９
１
万
５
千
円
で
し
た
。

⑵　

ロ
ー
ソ
ン
長
野
市
民
病
院
店
販
売
事
業

売
上
高
は
前
年
比
３
％
減
の
１
億

２
２
２
６
万
５
千
円
で
、
支
出
は
人
件
費

及
び
ロ
ー
ソ
ン
チ
ャ
ー
ジ
料
等
で
損
益
は

５
万
７
千
円
の
赤
字
で
し
た
。
繰
越
利
益

剰
余
金
は
１
６
０
３
万
９
千
円
と
な
り
ま

し
た
。

支 

部 

だ 

よ 

り

朝
陽
支
部
長
　
丸
山
　
　
顕
　

会
員
数
46
名
、
う
ち
役
員
は
支
部
長
兼

会
計
兼
班
長
１
名
、
副
支
部
長
兼
班
長
１

名
、
班
長
２
名
、
会
計
監
査
１
名
で
す
。

行
事
へ
の
参
加
推
進
を
図
る
た
め
、
補

助
金
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
そ
の
資
金

は
年
会
費
千
円
、
朝
陽
地
区
住
民
自
治
協

議
会
か
ら
の
活
動
補
助
金
３
万
円
、
物
資

あ
っ
せ
ん
手
数
料
１
万
円
な
ど
で
す
。

支
部
総
会
、
長
野
市
身
体
障
害
者
福
祉

大
会
、
健
康
教
室
の
出
席
者
に
ク
オ
カ
ー

ド
（
５
０
０
円
分
）
を
進
呈
す
る
ほ
か
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
（
10
～
12

月
の
期
間
）
を
受
け
た
者
、
希
望
の
旅
、

地
域
の
ふ
れ
あ
い
の
旅
、
新
春
の
集
い
の

参
加
者
に
千
円
の
補
助
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
宿
泊
を
伴
う
会
員
・
家
族
合

同
慰
安
会
の
参
加
者
に
は
２
千
５
０
０
円

を
補
助
し
て
い
ま
す
。
な
お
今
年
度
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に

伴
い
中
止
、
ま
た
は
変
更
と
な
る
行
事
が

あ
り
ま
す
。

４
名
の
班
長
に
は
、
支
部
事
業
報
告
書
、

会
報
誌
、
連
絡
事
項
等
を
年
４
回
支
部
会

員
に
配
布
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
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長野市障害福祉課

令和元年度

長野市障害福祉
サービスガイド

長野市障害福祉課

　この制度は、障がい者
や高齢者など移動に配慮
を要する方々からの申請
に基づき、県内共通の利
用証を交付する制度で
す。この制度の導入によ
り、障がい者等用駐車場
を利用できる方を明確に
することで、障がい者等
用駐車場を必要とする方
が駐車場を利用しやすく

なることを目指しています。利用証は、車いす使用者用と、車いす使
用者以外の歩行が困難な方用の２種類を交付します。駐車する際
に、車のバックミラーに吊るして、外から確認できるようにします。
　長野県では、信州パーキング・パーミット制度を平成２８年４月
２０日から実施しています。

障害者に関するマークについて
【身体障害者標識】

【ほじょ犬マーク】

【ハートプラスマーク】

【盲人のための国際シンボルマーク】

　身体障害者補助犬同伴の啓発のため
のマークです。
　身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助
犬、聴導犬のことを言います。「身体障害
者補助犬法」が施行され、現在では公共
の施設や交通機関はもちろん、デパート
やスーパー、ホテル、レストランなどの民
間施設でも身体障害者補助犬が同伴で
きるようになりました。

　補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部と
なって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されているし、
衛生面でもきちんと管理されています。
　お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れてい
る方を見かけた場合は、御理解、御協力をお願いいたします。

　肢体不自由であることを理由に免許
に条件を付されている方が運転する車
に表示するマークで、マークの表示につ
いては、努力義務となっています。
　危険防止のためやむを得ない場合を
除き、このマークを付けた車に幅寄せや
割り込みを行った運転者は、道路交通法
の規定により罰せられます。

 世界盲人会連合で１９８４年に制定さ
れた盲人のための世界共通のマークで
す。
 視覚障害者の安全やバリアフリーに考
慮された建物、設備、機器などに付けら
れています。信号機や国際点字郵便物・
書籍などで身近に見かけるマークです。
 このマークを見かけた場合には、視覚

障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたし
ます。

　｢身体内部に障害がある人」を表して
います。
身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀
胱・直腸、小腸、免疫機能）に障害がある
方は外見からは分かりにくいため、様々
な誤解を受けることがあります。
　内部障害の方の中には、電車などの
優先席に座りたい、近辺での携帯電話使

用を控えてほしい、障害者用駐車スペースに停めたい、といった
ことを希望していることが あります。
　このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害
への配慮について御理解、御協力をお願いいたします。　

【障害者のための国際シンボルマーク】

 障害者が利用できる建物、施設であることを
明確に表すための世界共通のシンボルマーク
です。マークの使用については国際リハビリテ
ーション協会の「使用指針」により定められて
います。
 駐車場などでこのマークを見かけた場合に
は、障害者の利用への配慮について、御理解、
御協力をお願いいたします。

※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車いすを
利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。

【オストメイトマーク】

　人工肛門・人工膀胱を造設している人（オ
ストメイト）のための設備があることを表し
ています。
オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導
プレートに表示されています。
　このマークを見かけた場合には、そのトイ
レがオストメイトに配慮されたトイレである
ことについて、御理解、御協力をお願いいた
します。

【耳マーク】

　聞こえが不自由なことを表す、国内で使用
されているマークです。
　聴覚障害者は見た目には分からないため
に、誤解されたり、不利益をこうむったり、社
会生活上で不安が少なくありません。
　このマークを提示された場合は、相手が
「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーシ
ョンの方法への配慮について御協力をお願
いいたします。

【聴覚障害者標識】

　聴覚障害であることを理由に免許に条件
を付されている方が運転する車に表示する
マークで、マークの表示については、義務と
なっています。
　危険防止のためやむを得ない場合を除き、
このマークを付けた車に幅寄せや割り込み
を行った運転者は、道路交通法の規定により
罰せられます。

【信州パーキング・パーミット（障がい者等用駐車場利用証）利用証】

車いす使用者 車いす使用者以外

【ヘルプマーク】

　義足や人工関節を使用している方、内部障
がいや難病の方、または妊娠初期の方など、
外見から分からなくても援助や配慮を必要
としている方々が、周囲の方に配慮を必要と
していることを知らせることができるマーク
です。
　ヘルプマークを身に着けた方を見かけた
場合は、電車・バス内で席をゆずる、困ってい
るようであれば声をかける等、思いやりのあ
る行動をお願いします。

障害福祉サービスガイド

WEB版　URL
　
http://hynet.sakura.ne.jp/

タブレットでも
見られます！

https://unip.info/

長野市障害福祉課

令和元年度

長野市障害福祉
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　ヘルプマークを身に着けた方を見かけた
場合は、電車・バス内で席をゆずる、困ってい
るようであれば声をかける等、思いやりのあ
る行動をお願いします。

障害福祉サービスガイド

WEB版　URL
　
http://hynet.sakura.ne.jp/

タブレットでも
見られます！

https://unip.info/

障害者に関するマークについて
障害者に関するマークを集めてみました。マークの意味を理解し、正しく使用しましょう。

（出典：『令和元年度  長野市障害福祉サービスガイド』
　　　　　　　　　　　　　 長野市障害福祉課発行）

NO.1

◆本部会員の皆様へ◆　各事業の参加申込みは、協会事務局へ　TEL:228-3014
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思
い
の
ま
ま
記

本
部
　
熊
井
　
和
子
　

今
、
日
本
中
が
い
や
、
世
界
中
の
人
々

が
思
い
掛
け
な
い
病
魔
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
」
と
戦
っ
て
い
る
。
姿
を
み
せ
な

い
魔
物
に
私
達
は
苦
し
み
、
ど
う
に
か
生

活
を
維
持
し
て
い
る
が
、
い
つ
終
息
す
る

の
だ
ろ
う
か
？
自
粛
・
自
粛
っ
て
…
私
は

今
コ
ロ
ナ
う
つ
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

あ
る
日
、
固
く
凍
て
つ
い
て
い
た
庭
の

土
が
春
の
陽
射
し
に
静
か
に
融
け
て
、
そ

こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
芽
が
姿
を
見
せ
て

い
る
こ
と
に
気
付
く
。
ひ
と
つ
、ふ
た
つ
、

タ
ン
ポ
ポ
の
黄
色
の
花
が
眼
に
入
る
。
ま

だ
小
さ
く
て
、
思
慮
深
げ
で
あ
る
。
芽
が

膨
ら
む
こ
と
を
『
芽
が
張
る
』
と
も
言
う
。

春
は
そ
の
張
る

4

4

の
意
だ
と
あ
る
書
に
記
し

て
あ
っ
た
。ま
さ
に
生
命
の
勢
い
を
み
る
。

小
さ
な
庭
の
一
ヶ
所
に
し
ゃ
が
み
こ
ん

で
み
る
と
、
私
の
目
に
映
る
春
の
眺
め
は

大
き
く
広
が
っ
て
い
く
。

小
さ
な
タ
ン
ポ
ポ
に
そ
っ
と
手
を
か
ざ

し
て
み
る
。
気
が
つ
い
て
み
る
と
私
は
周

り
の
雑
草
を
む
し
っ
て
い
た
。
タ
ン
ポ
ポ

に
励
ま
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
夢
中

篠
ノ
井
の
湯ゆ

入い
り
神
社
と
真
蔵
寺
を
訪
れ

た
後
、
山
沿
い
の
細
い
山
道
を
布
施
五
明

方
面
を
目
指
し
て
進
む
。
こ
の
山
沿
い
の

道
は
一
時
代
前
は
重
要
な
道
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
東
側
は
一
段
低
く
な
り
、
リ

ン
ゴ
の
果
樹
園
や
畑
と
の
境
界
線
の
よ
う

で
も
あ
り
、
大
き
な
欅け

や
き

や
石
造
物
が
残
っ

て
い
る
。
村
の
辻つ

じ（
交
差
点
広
場
）で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
近
く
の
民
家
の
土
蔵
の
石
垣
の
一

角
に
古
瓦
が
保
存
の
た
め
に
山
積
み
さ
れ

て
い
た
。
空
家
に
な
っ
た
建
物
の
瓦
な
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
猫ね

こ

面づ
ら

瓦が
わ
ら

が
二
面

残
っ
て
い
た
。
左
の
も
の
は
奥
行
部
分
が

つ
い
た
ま
ま
で
あ
る
。両
者
は
同
一
文
様
、

ア
ゴ
の
あ
る
タ
イ
プ
で
あ
り
、
縁ふ

ち

取ど
り

の
あ

る
「
菊
水
」
文
で
格
調
が
高
い
。

猫
面
瓦
と
し
て
は
無
文
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
「
水
」
の
文
字
、
次
に
「
雲
」（
各
種

あ
り
）、「
水
鳥
」
な
ど
模
様
化
し
ハ
デ
と

な
り
、最
後
は
「
波
に
桜
」
や
、こ
の
「
菊

水
」
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

お  

知  

ら  

せ

○ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

に
伴
う
対
応
に
つ
い
て

こ
の
会
報
が
発
行
さ
れ
る
頃
、
新
し
い

生
活
様
式
の
中
で
会
員
の
皆
さ
ん
は
元
気

に
過
ご
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
本
年
度
予
定
し
て
い
た
ほ
と
ん

ど
の
行
事
は
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら

中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
後
に
つ
い
て

も
状
況
に
応
じ
て
対
応
し
て
い
き
ま
す
の

で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
三
密（
密
閉
、密
集
、密
接
）

を
避
け
る
な
ど
、
新
し
い
生
活
様
式
に

沿
っ
た
生
活
を
守
り
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

で
草
と
り
を
し
て
い
た
。

誰
の
声
も
し
な
い
、
ひ
と
り
だ
け
の
空

間
。
ひ
弱
そ
う
な
数
本
立
ち
の
一
鉢
の
花

が
風
に
ゆ
れ
て
い
た
。

『
雑
草
も
よ
く
見
て
ご
ら
ん
一
人
前
』

和
子

○ 

会
報
「
幸
わ
せ
」
の
発
行
中
止
に
つ
い
て

各
行
事
の
中
止
に
伴
い
、
10
月
20
日
号

の
発
行
は
中
止
し
ま
す
。

ご
不
便
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

行　事　予　定
編
　
集
　
後
　
記

令
和
時
代
の
始
ま
り
は
、
水
災
害
・
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
各
種
行
事
が

中
止
又
は
延
期
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ス
テ
イ
ホ
ー
ム
に
よ
り
自
宅
で
お
過
ご

し
の
会
員
様
、
ワ
ク
チ
ン
が
で
き
る
ま
で

三
密
を
避
け
マ
ス
ク
を
着
用
し
乗
り
切
り

ま
し
ょ
う
。
夏
は
、
熱
中
症
に
も
注
意
！

会
報
へ
の
投
稿
・
質
問
等
が
あ
り
ま
し

た
ら
事
務
局
へ
御
一
報
く
だ
さ
い
。

編
集
委
員　

玉
木　

秀
明

「
猫
ね
こ
づ
ら
が
わ
ら

面
瓦
」
散
歩
20
　
　

～ 

篠
ノ
井
の
巻 

③ 

～

本
部
　
相
原
　
文
哉

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
事業計画で予定していた次の行事は、中
止になりました。

５月予定	 長野市障害者スポーツ大会
６月予定	 マレットゴルフ大会
	 健康教室①
	 支部長研修会①、支部長会①
７月予定	 希望の旅
９月予定	 長野県身体障害者福祉大会
10月予定	 長野市身体障害者福祉大会
	 親睦旅行

　
縁
側
か
ら
語
り
つ
ぐ

　
「
縁
が
和
リ
レ
ー
」　
第
11
回

事務局及び障害者福祉センターは、毎週月曜日がお休みです。ホームページ http://nagano-sfc.jp/

令和２年７月20日 会　報　　「幸　わ　せ」 第196号（4）


